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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
八
十
号

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
百
十
九

号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
同
規
則
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
一
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大

臣
が
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
以
降
に
お
い
て
太
陽
光
発
電
設
備
に
よ
り
太
陽
光
を
変
換
し
て
得
ら
れ
る

電
気
（
一
般
電
気
事
業
者
及
び
特
定
規
模
電
気
事
業
者
の
需
要
家
が
設
置
し
た
太
陽
光
発
電
設
備
（
発
電
能
力
が
五
百
キ
ロ
ワ

ッ
ト
以
上
の
も
の
、
発
電
事
業
目
的
で
設
置
さ
れ
た
も
の
及
び
昼
間
の
電
力
消
費
が
一
年
間
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
な
く
、
又
は

昼
間
の
電
力
消
費
が
あ
る
時
期
が
限
ら
れ
て
い
る
施
設
又
は
設
備
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

と
す
る
。


